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2011 年 9 月吉日 

 

米国政府は、2011 年 8 月 22 日（月）より、グアム国際空港に ESTA レーンを設置しています。このレー

ンの設置により、ESTA をお持ちの方の入国審査の時間が大幅に短縮され、スムーズに入国していただく

ことができるようになりました。 

 

米国の入国に際しては査証免除プログラムが適用されており、渡航にあたって ESTA（電子渡航システ

ム）の申請が義務付けられています。グアム入国に関しては、認証を受ける必要はありませんが、入国時

に I-94、I-736 フォームの記入が必要となります。この度の ESTA レーン設置により、既に ESTA をお持ち

の方は専用レーンでの審査となり、スムーズな入国が実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

●●●●ESTA ESTA ESTA ESTA （（（（電子渡航認証電子渡航認証電子渡航認証電子渡航認証システムシステムシステムシステム））））とはとはとはとは    

このシステムは、短期滞在査証免除対象国の国民が米国に渡航しようとする場合、事前にインターネッ

トを通じて、渡航者の身分事項等に関する情報を米国当局に登録することにより、査証免除で渡航できる

か否かチェックを受けるシステムです。 

ESTA は、一度認証されると 2 年間（但し、2 年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有

効期限日まで）有効となり、その期間内は査証免除の対象となる渡航であれば、何度でも米国への渡航

が可能です。料金は 14 ドルで、下記の専用サイトより申請いただけます。グアム政府観光局の HP 上でも

わかりやすく説明していますので、ご参照ください。 

 

ESTA 申請ウェブサイト： （https://esta.cbp.dhs.gov/） 

グアム政府観光局 HP： グアムへの入国 (http://www.visitguam.jp/travel/entry/html) 

 

 

 

報道関係者各位 

一一一一一一一一層層層層層層層層ススススススススムムムムムムムムーーーーーーーーズズズズズズズズなななななななな入入入入入入入入国国国国国国国国がががががががが可可可可可可可可能能能能能能能能にににににににに        

ググググググググアアアアアアアアムムムムムムムム国国国国国国国国際際際際際際際際空空空空空空空空港港港港港港港港ににににににににてててててててて EEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA レレレレレレレレーーーーーーーーンンンンンンンンをををををををを導導導導導導導導入入入入入入入入 

<<<<入国時入国時入国時入国時にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類>>>>    

凡例： 

○必要 ×不要 

△グアムにて入国審査を受けた後、荷物を受け取り空港の外へ出る場合：税関を通過するため、税関検疫申告書が必要です。 

空港の外へ出ない場合：税関は通過せずに次の搭乗ゲートへ移動するため、税関検疫書は不要です。 


